
                         利用に関するお知らせ 

  

 

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策の方針変更に伴い、     

令和５年３月１３日（月）より以下のとおり見直しを行います。 

 

実施をやめるもの 

・マスク着用の協力 各個人・団体の判断にお任せします。合唱等リスクの

高い行為を行う場合は着用を推奨致します。  

・検温       

・使用備品等の職員による消毒     

・利用団体チェックシート 

・水浴訓練室個人チェックシート 

 

引き続き実施するもの 

 ・換気（窓・扉の開放）      

・団体等使用表（人数報告）・貸出団体出席者表（出席表）  

  ・食事（館内は飲食スペースと２Fコミュニティセンター事務室前廊下の

み） 

 

再開するもの 

   ・休止していた備品の貸し出し 

   ・サウンドテーブルテニス室の貸し出し 

   ・貸出時間の５分前退室（例 コロナ禍 11:30まで → 11:55まで） 

・貸出時使用備品等の原状復帰（倉庫等に返却・収納） 

・歌唱を伴う活動・スポーツ吹き矢 
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